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１．計画の概要と基本⽅針 
（１）計画の背景と将来像 

本市では、平成 23（2011）年３⽉に「富⼭市⾃転⾞利⽤環境整備計画」（以下「前計画」
という。）を策定し、「はしる」「とめる」「いかす」「まもる」の４つの基本⽅針に基づき、施
策を推進してきました。前計画の取組には⼀部課題は残りますが、⼀定の成果を上げており、
国による「安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン※」の策定や、⾃転⾞活⽤推進法が
平成 29（2017）年に施⾏されるなど、国・県における動向や、社会的な背景を踏まえ、計画
を継続的に、また、より⾼めていく必要があります。 

本計画では、以上の背景に加え、富⼭市ＳＤＧｓ未来都市計画の⽬指す将来像「コンパクト
シティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現」を踏まえ、将来像を『SUSTAINABLE 
CITY TOYAMA by BICYCLE 〜⾃転⾞活⽤による持続可能なまち とやま〜』とします。安
全で快適に⾃転⾞を利⽤できる社会の実現により、⾃転⾞利⽤者の利便性を向上させるととも
に、⾃転⾞の利⽤が、市⺠⼀⼈ひとりの⽣活の質の向上につながることで、市⺠にとって魅⼒
的なものとなることを⽬指します。 

 

 

 

（２）計画の期間 
本計画は、令和３（2021）年度を初年度とし

て、令和 12（2030）年度までの 10 年間を計
画期間とします。なお、第 2 次富⼭市総合計画
の終期である令和 8（2026）年度までの 6 年間
を前期とし、次期富⼭市総合計画の策定状況な
どを踏まえ、中間段階において、必要に応じ⾒
直しを⾏います。 

（３）基本⽅針 
本計画では、前計画における成果と課題を踏まえ、前計画との継続性を重視し、基本⽅針と

して「はしる」「とめる」「いかす」「まもる」の４本柱を継承します。各柱の内容は、「はしる 
〜⾃転⾞⾛⾏空間整備〜」「とめる 〜駐輪環境整備〜」「いかす 〜⾃転⾞の利⽤促進と健康増
進・観光振興〜」「まもる 〜ルール遵守・マナー向上〜」とし、「つづける＝継続」「たかめる
＝発展」を基本⽅針に加え、それぞれの柱に位置づけた施策を推進します。  

※安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン︓⾃転⾞の⾞道通⾏を前提とした⾃転⾞⾛⾏空間の標準的な整備⼿法等を⽰
したガイドラインで、平成 24（2012）年に国⼟交通省・警察庁が発出し、平成 28（2016）年に改定されています。 

SUSTAINABLE CITY TOYAMA by BICYCLE 
〜⾃転⾞活⽤による持続可能なまち とやま〜 

将来像 

前 期 後 期 

第２次 次期計画 

富山市 
自転車利用環境 

整備計画 
（計画期間：10 年） 

令和３(2021)～ 
８(2026)年度 
〔６年間〕 

令和９(2027)～
12(2030)年度 
〔４年間〕 

富山市 
総合計画 

【計画期間】 

中間段階における⾒直し 
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【４本柱の基本⽅針に対応した施策項⽬】 
    

﹁
は
し
る
﹂ 

●前計画における⾃転⾞ネットワーク路線がお
おむね完成 

●⾃転⾞事故は⼤幅に減少しているが、安全性
に対する実感が低い 

●歩道通⾏が常態化している 
●⾃転⾞⾛⾏空間整備や安全対策に対する要望

が多い 

 〜⾃転⾞⾛⾏空間整備〜 
１）⾃転⾞ネットワークのエリアを拡⼤し、継続的

に⾃転⾞⾛⾏空間を整備 

２）安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間の整備 

３）⾃転⾞事故発⽣箇所等における交通安全対策の実施  

﹁
と
め
る
﹂ 

●鉄道駅やバス停周辺において駐輪場を整備 
●⾃転⾞放置禁⽌区域における放置⾃転⾞台数

が⼤幅減少 
●駐輪場の⻑期放置⾃転⾞対策や収容台数の増

加に対する要望が多い 

 〜駐輪環境整備〜 
１）サイクル アンド ライド（バス・鉄道）駐輪場の充実 
２）⻑期駐輪や放置⾃転⾞対策の強化 
３）⺠間・⾏政による多様な駐輪ニーズに対応した

駐輪場の整備 
４）ＩｏＴの活⽤ 

﹁
い
か
す
﹂ 

●サイクリングイベントの開催や⾃転⾞競技を
振興 

●⾃転⾞を利⽤する市⺠が減少 
●⾃転⾞市⺠共同利⽤システム「アヴィレ」の利⽤

が増加傾向にあるものの、市⺠の認知度が低い 
●⾃転⾞通勤の推進を検討する企業が少ない 
＊健康や観光に関する視点がやや不⾜ 

 〜⾃転⾞の利⽤促進と健康増進・観光振興〜 
１）⾃転⾞を活かしたライフスタイルの推進 
２）クルマから⾃転⾞への転換による健康増進・環

境負荷の低減 
３）観光分野での国・県・⺠間事業者との連携 
４）余暇での活⽤ 
５）その他、様々な場⾯での⾃転⾞の活⽤ 

﹁
ま
も
る
﹂ 

●⾃転⾞交通安全教室や市ホームページ、広報
などで⾃転⾞ルール・マナーを周知啓発 

●⾃転⾞の⾞道左側通⾏への認知度は向上した
が、更なる交通ルールの理解が必要 

●⾃転⾞損害賠償責任保険※加⼊率やヘルメット
着⽤率が低い、また、保険の加⼊意識も低い 

 〜ルール遵守・マナー向上〜 
１）ライフステージに応じた効果的な交通安全教育

の実施 
２）⾃転⾞ルール・マナーに関する情報発信の推進 
３）⾃転⾞損害賠償責任保険加⼊の促進等に向けた啓発  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【将来像の実現イメージ】   

４本柱の基本⽅針に位
置づけた施策を「つづけ
る」、「たかめる」ことに
より、⾃転⾞利⽤環境向
上の好循環を⽣み出し、 
『SUSTAINABLE CITY 
TOYAMA by BICYCLE』
の実現を⽬指します。 

●成果 
●課題 ＜本計画における施策項⽬＞ ＜前計画における成果と課題＞ 

※⾃転⾞損害賠償責任保険︓⾃転⾞の運⾏によって⼈の⽣命または⾝体が害された場合における損害賠償を保障することができる
保険または共済をいいます。 
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２．⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組  
（１）はしる 〜⾃転⾞⾛⾏空間整備〜 

前計画でおおむね完成した⾃転⾞ネットワーク路線※１を拡⼤し、安全で快適な⾃転⾞⾛⾏

空間の整備を進めることで、市⺠が⾛りやすいと実感できるまちを⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
※１ ⾃転⾞ネットワーク路線︓安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間を効果的・効率的に整備することを⽬的に、連続的に広がる⾃転⾞ネッ

トワークを構成できるよう選定した路線をいいます。 
※２ ⾃転⾞ネットワーク路線の検討範囲︓前計画の⾃転⾞ネットワーク路線がおおむね完成していることや、まちづくりや交通網の

整備（富⼭駅路⾯電⾞の南北接続、あいの⾵とやま鉄道の新駅整備、アヴィレステーションの位置等）に関する状況を踏まえ、富
⼭駅を中⼼とする⾃転⾞利⽤が多く⾒込まれる区域を検討範囲としました。  

施策項⽬別の取組 

①広域的な⾃転⾞ネットワーク路線の整備 
②郊外における整備 
③⾃転⾞⾛⾏空間の整備効果の検証 

・危険箇所等の交通安全対策（交通安全指導・道路改良
等）の実施 

⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組 

・様々な形態による⾃転⾞⾛⾏空間の整備 

施策項⽬ 

１）⾃転⾞ネットワークのエリアを拡⼤
し、継続的に⾃転⾞⾛⾏空間を整備 

２）安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間の整備 

３）⾃転⾞事故発⽣箇所等における 
交通安全対策の実施 

【⾃転⾞ネットワーク路線の選定結果】 
出典︓国⼟地理院基盤地図情報（背景図） 

◆広域的な⾃転⾞ネットワーク路線の整備 
安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間を広げるため、

富⼭駅を中⼼とする⾃転⾞利⽤が多く⾒込まれ
る区域を⾃転⾞ネットワーク路線の検討範囲※２

として、⾃転⾞⾛⾏空間の整備対象となる「⾃転
⾞ネットワーク路線」を設定します。 

⾃転⾞ネットワーク路線の短期路線について
は、⾃転⾞利⽤ニーズ等が⾼いことから、計画期
間である令和 12（2030）年度までの整備を⽬標
とします。 

◆様々な形態による⾃転⾞⾛⾏空間の整備 
⾃転⾞の⾞道通⾏を原則とし、道路交通状況に応じ

た整備を図る国のガイドラインを踏まえつつ、市⺠意
識や道路の整備状況に応じた形態で、安全な⾃転⾞⾛
⾏空間の整備を進めます。 

⾞道混在 歩道上の視覚的分離 
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（２）「とめる」 〜駐輪環境整備〜 
⾃転⾞が公共交通と連結するための駐輪場整備を推進しつつ、⻑期駐輪や放置⾃転⾞への対

策、⺠間と⾏政の連携により、駐輪場の利便性を⾼めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

施策項⽬別の取組 

１）サイクル アンド ライド（バス・鉄道） 
駐輪場の充実 

２）⻑期駐輪や放置⾃転⾞対策の強化 

３）⺠間・⾏政による多様な駐輪ニーズに 
対応した駐輪場の整備 

４）ＩｏＴの活⽤ 

➀富⼭駅周辺における駐輪場の整備 
②あいの⾵とやま鉄道の新駅設置や改札⼝の新設に伴う駐

輪場整備 
③富⼭地⽅鉄道電鉄富⼭駅周辺⾼架化に伴う駐輪場の整備 
④サイクル アンド バスライド駐輪場の活⽤ 
⑤駐輪場のバリアフリー化 

➀放置⾃転⾞の撤去と再発防⽌ 
②放置⾃転⾞の適切な保管・リサイクル 

➀新設商業施設等の附置駐輪場整備の指導 
②鉄道事業者と連携した駐輪場管理体制の強化 
③中⼼市街地における駐輪環境の充実 

・混雑状況が分かるような駐輪場のＩｏＴ化の検討 

⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組 施策項⽬ 

◆あいの⾵とやま鉄道の新駅設置や改札⼝の新
設に伴う駐輪場整備 
あいの⾵とやま鉄道沿線において、駅周辺の開発

が進む東富⼭駅東⼝と呉⽻駅北⼝、富⼭－東富⼭駅
間に設置される新富⼭⼝駅で、駐輪場の整備を⾏い
ます。 

◆富⼭駅周辺における駐輪場の整備 
富⼭駅周辺のあいの⾵とやま鉄道⾼架化に合わ

せ、富⼭駅周辺の⼟地区画整理事業の⼀環として、現
在の富⼭駅北⾃転⾞駐⾞場を富⼭駅⾼架下に移転・
整備し、⾃転⾞通勤・通学者の利便性の向上に努めま
す。また、富⼭駅北側における新たな駐輪場の整備を
検討します。 

◆サイクル アンド バスライド駐輪場の活⽤ 
本市では、コンパクトなまちづくりを推進するた

め公共交通の利⽤促進を図っており、バス停周辺に
駐輪場を設置することでバス利⽤者の増加が期待で
きます。現在、９箇所（収容 63 台）のサイクル ア
ンド バスライド駐輪場が整備されており、今後も周
知、啓発に努め、利⽤促進を図ります。 

【東富⼭駅東⼝の整備イメージ】 

【駐輪場の 
専⽤案内 
サイン】 

◆混雑状況が分かるような駐輪場のＩｏＴ化の
検討 
⾃転⾞利⽤者の利便性向上や駐輪場利⽤の偏りを

解消するため、本市が構築したセンサーネットワー
クを活⽤し、駐輪場の混雑状況を確認できるシステ
ムの導⼊を、⺠間事業者とともに検討します。 

【サイクル アンド バスライド駐輪場（⾚⽥）】 
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（３）「いかす」 〜⾃転⾞の利⽤促進と健康増進・観光振興〜 
健康、観光、防災などの多様な視点で⾃転⾞利⽤を促進し、多くの市⺠が⾃転⾞を楽しく使

えるよう、情報発信などの取組を⾏うとともに、歩くこととの調和・連携を⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

施策項⽬別の取組 

１）⾃転⾞を活かしたライフスタイルの 
推進 

２）クルマから⾃転⾞への転換による 
健康増進・環境負荷の低減 

３）観光分野での国・県・⺠間事業者との
連携 

①健康セミナー・イベント等の開催 
②⾃転⾞利⽤のイメージ向上に寄与する情報発信 

４）余暇での活⽤ 

①サイクル アンド バスライド駐輪場の活⽤・周知 
②⾃転⾞通勤等の促進 
③シェアサイクルの運営、利⽤促進策の展開 
④歩くライフスタイルとの連携 

⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組 施策項⽬ 

①県広域のサイクリングコースの利⽤促進への協⼒ 
②MaaS※による様々な移動⼿段との連携 

①サイクルスポーツを楽しむ施設の整備・管理 
②レンタルサイクルの運営、タンデム⾃転⾞の貸出 
③サイクルトレインの普及 
④サイクルイベントの開催・協⼒ 
⑤サイクリングマップ作成の検討 
⑥市⺠・事業者による⾃転⾞活⽤の推進 

５）その他、様々な場⾯での⾃転⾞の活⽤ ①ホームページ等の整備   ②災害時の活⽤ 
③⾼齢者による利⽤ 

◆健康セミナー・イベント等の開催 
⽣涯スポーツとしての定着にむけ、各種団体と連

携した、健康セミナー・イベント等の開催を検討しま
す。⾃転⾞利⽤のメリットや楽しみ⽅について学ぶ
ことができる講座の開設や、既存施設等を活⽤した
体験イベントやプログラム等の実施を検討します。 

◆シェアサイクルの運営、利⽤促進策の展開 
⾃転⾞市⺠共同利

⽤システム「アヴィ
レ」の利便性向上や市
内の回遊性等の向上
のため、ステーション
の増設を必要に応じ
て検討するとともに、
⼀層の利⽤促進に努
めます。 

◆サイクルイベントの開催・協⼒ 
グランフォンド富⼭実⾏委員会ではサイクルイベ

ント「グランフォンド富⼭」を開催しています。今後
も、各種団体が連携し、 
⾃転⾞の楽しさを多 
くの市⺠に知っても 
らう機会を創出しま 
す。 

◆サイクルスポーツを楽しむ施設の整備・管理 
本市が運営する「富⼭市ストリートスポーツパー

ク」と「富⼭市久婦須川ダム周辺広場マウンテンバイ
クコース」は、BMX コースやクロスカントリーコー
ス等を有していることから、多様な⾃転⾞⽂化の発
展に向け、市内外からの施設利⽤者の増加に努めま
す。 

【富⼭市ストリートスポーツパーク】 【グランフォンド富⼭ 2019】 

【アヴィレ ⺠俗⺠芸村 
ステーション】 

※MaaS︓「Mobility as a Service」の略。出発地から⽬的地までの複数の移動⼿段を組み合わせた移動⽅法が検索サービスによって
提案され、その予約、決済などがオンライン上で⼀括して⾏えるサービスのこと。 
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（４）「まもる」 〜ルール遵守・マナー向上〜 
⼦どもから⾼齢者、外国⼈まで、多くの⾃転⾞利⽤者に、⾃転⾞の安全利⽤に関するルール・

マナーを周知するため、交通安全教育等を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

①広域的な⾃転⾞ネットワーク路線の整備 
②郊外における整備⽅針の整備 
③⾃転⾞⾛⾏空間の整備効果の検証 

・危険箇所等の交通安全対策 

⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組 

・様々な形態による⾃転⾞⾛⾏空間の整備推進 

施策項⽬ 

１）⾃転⾞ネットワークのエリアを拡⼤
し、継続的に⾃転⾞⾛⾏空間を整備 

２）安全で快適な⾃転⾞⾛⾏空間の整備 

３）⾃転⾞事故発⽣箇所等における 
交通安全対策の実施 

施策項⽬別の取組 

１）ライフステージに応じた効果的な 
交通安全教育の実施 

２）⾃転⾞ルール・マナーに関する 
情報発信の推進 

３）⾃転⾞損害賠償責任保険加⼊の 
促進等に向けた啓発 

①ライフステージに応じた交通安全教育 
②⼩学⽣・中学⽣への⾃転⾞マナーの周知、スケアードスト

レート等の交通安全教育 
③児童やサイクリストを対象とした交通安全教室 
④富⼭県交通公園等を活⽤した交通安全教育 

 
②交通安全対策協議会との連携 
③外国⼈へのルール遵守・マナー向上の啓発 
④クルマのドライバーへの啓発 

・⾃転⾞損害賠償責任保険加⼊の必要性やヘルメット着⽤の
有効性の理解を⾼める周知 

⾃転⾞利⽤環境整備に向けた取組 施策項⽬ 

【外国⼈を対象とした交通安全教室】 

◆ライフステージに応じた交通安全教育 
⾃転⾞利⽤者の年齢層やライフステージに応じて、

効果的な交通安全教育を実施できるよう、県警察や交
通安全協会による交通安全教育の実施状況を踏まえ、
世代別の教育体制を整えるとともに、切れ⽬のない安
全教育の在り⽅を検討します。 

【⾃転⾞損害賠償責任保険への加⼊を呼びかけるチラシ】 

富⼭県⾃転⾞活⽤推進条例において、⾃転⾞利⽤者は、⾃転⾞
損害賠償責任保険の加⼊に努めることとされています。 

◆⾃転⾞損害賠償責任保険加⼊の必要性や 
ヘルメット着⽤の有効性の理解を⾼める周知 
⾃転⾞損害賠償責任保険への加⼊促進と、ヘルメ

ットの着⽤による⾝体傷害軽減の有効性について、
ホームページ等で広く周知します。 

◆外国⼈へのルール遵守・マナー向上の啓発 
技能実習⽣等の外国⼈を対象とした⾃転⾞の安全利

⽤に関する交通安全出前講座を、警察や交通安全協会
と連携しながら実施します。また、外国⼈が多く在籍
する企業や⼤学、団体に対し、交通安全教育の実施を
促します。 
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３．計画の実現に向けて 
（１）計画の推進 

本計画は、市⺠や⺠間事業者、交通事業者、関係機関・団体が⼀丸となり、市⺠協働による
施策として推進します。また、庁内の組織が横断的に連携し、施策の推進を図ります。 

本計画（Plan）に基づく取組（Do）に対して、評価指標により施策
の進捗状況を評価・検証（Check）し、必要に応じて計画の改善（Action）
を⾏います（PDCA サイクルの実施）。計画の中間段階では、⾃転⾞に
関連する団体などからの評価や要望を確認し、施策の達成状況を総合
的に評価し、⾒直しを⾏います。評価・検証（Check）及び計画の改
善（Action）の内容は、市⺠に分かりやすく発信します。 

（２）⽬標指標の設定 
計画の達成状況をフォローアップするために、下表の通り⽬標指標を定めます。計画の中間

段階で指標や数値の⾒直しを検討します。 
【⽬標指標】 

 指標 基準値 ⽬標 
（令和 12 年度） 

は
し
る 

⾃転⾞ネットワーク路線の整備延⻑※１ 

〔短期路線の整備延⻑〕 
15.4km 

（令和２年度） 39.5km 

⾃転⾞での⾛りやすさが「⾛りやすい」と感じる⼈ 
〔⾃転⾞ネットワーク路線の検討範囲内の⽅を対象〕 

（⾃転⾞利⽤実態調査より） 

市⺠︓19％ 
⾼校⽣︓33％ 
（令和元年度） 

＋10 ㌽ 

と
め
る 

富⼭駅周辺の駐輪場※2 における 
１⽇あたりの駐輪台数 

1,295 台 
（令和元年度） 1,400 台※３ 

駐輪場のマナーが悪いと思う⼈ 
（⾃転⾞利⽤実態調査より） 

市⺠︓33％ 
⾼校⽣︓31％ 
（令和元年度） 

－10 ㌽ 

い
か
す 

アヴィレの延べ利⽤回数 74,422 回 
（令和元年度） ↗増加 

⾃転⾞の利⽤頻度 
〔⽉に数回以上利⽤〕 

（⾃転⾞利⽤実態調査より） 

市⺠︓34％ 
（令和元年度） ＋10 ㌽ 

ま
も
る 

⾃転⾞事故件数 134 件 
（令和２年） 134 件以下 

⾃転⾞損害賠償責任保険への加⼊率 
（⾃転⾞利⽤実態調査より） 

市⺠︓29％ 
（令和元年度） 50％※４ 

※１ 本表における⾃転⾞ネットワーク路線の整備延⻑は、該当区間の上り下りの合計ではなく、道路延⻑とします。 
※２ 富⼭駅周辺の駐輪場とは、富⼭駅南第１⾃転⾞駐⾞場、富⼭駅南第２⾃転⾞駐⾞場、富⼭駅北⾃転⾞駐⾞場、 

富⼭駅東暫定⾃転⾞駐⾞場の 4 ヶ所の駐輪場と、今後整備される駐輪場のことをいいます。 
※３ 富⼭駅周辺の駐輪場の今後の整備計画を踏まえ、変更する場合があります。 
※４ 国が平成 30（2018）年に実施した調査では、⾃転⾞損害賠償責任保険への加⼊義務・努⼒義務の条例がある、もしくは、 

ない５都府県における平均加⼊率が 48.7％となっています。 

【PDCA サイクル】 

お問い合わせ 

令和３年３⽉ 

〒930-8510 富⼭県富⼭市新桜町 7 番 38 号 
TEL 076-443-2052 
MAIL seikatsuanzen-01@city.toyama.lg.jp 

富⼭市 市⺠⽣活部 
⽣ 活 安 全 交 通 課 

←計画の詳細
については
こちら 
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